
                                                             
                                                                      

 

第１ 第６１回被保護者全国一斉調査基礎調査要綱                              

 

１ 目  的 

  この調査は、生活保護法による保護を受けている世帯及び保護を受けていた世帯の保護の受給状況を

把握し、生活保護制度及び厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得るために行うものである。 

 

２ 調査時点 

  平成１９年７月１日現在とする。 

 

３ 調査客体 

  この調査の客体は、以下の（１）及び（２）とする。 

   （１）全被保護世帯（ただし、次のいずれかに該当する世帯は調査客体としない。） 

      ①保護停止中の世帯 

      ②出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、住宅扶助の住宅維持費及び生活扶助の移送費等一時的 

       性格を有する扶助のみを受給している世帯 

       ③保護施設に入所又は利用し、保護施設事務費のみの支出の対象となっている世帯 

   （２）調査時直近１か月間における全保護廃止世帯 

 

４ 調査事項 

  調査事項は、第６１回被保護者全国一斉調査基礎調査票（様式１。以下「基礎調査票」という。）の

事項とする。 

   様式１（参考表①）・・・全被保護世帯 

   様式１（参考表②）・・・調査時直近１か月間における保護廃止世帯 

  なお、都道府県・指定都市・中核市において必要とする事項については、本調査の附帯調査として追 

 加して差し支えない。 

 

５ 調査方法及び基礎調査票の記入 

  福祉事務所の地区担当員が「第３ 基礎調査票の記入要領」に基づき、各自が担当する調査客体につ 

 いて、平成１９年７月１日の保護の決定状況により必要な事項を基礎調査票に記入する方法で実施する。 

   なお、７月２日以降同月１４日までの間に、７月１日以前の日付で保護の開始、廃止、停止及び変更 

 の決定が行われたときも同様とする。 

 

 



                                                             
                                                                      

６ 調査票（様式２）の作成、審査及び提出 

 （１）福祉事務所は記入された基礎調査票の内容を「第４ 基礎調査票及び調査票の審査要領」の１に 

   基づき審査した上、集計を行い、この結果を様式２による調査票（第１表～第１０表）（以下「調

査票」という。）に記入すること。 

    なお、調査票を作成する際には、「第４ 基礎調査票及び調査票の審査要領」の２に示す各表間

の 

   整合性がとれているか確認すること。 

    作成した調査票は、提出表（様式３）を添えて 、都道府県・指定都市・中核市本庁に提出する。 

    （参考表①②の提出は必要ありません） 

  （２）都道府県・指定都市・中核市本庁は、福祉事務所から提出された調査票の枚数と提出表との審査 

   を行うとともに、調査票の内容を「第４ 基礎調査票及び調査票の審査要領」の２に基づいて審査 

   し、福祉事務所ごとに提出表と調査票をまとめ、平成１９年９月１０日

    なお、提出表及び調査票の提出にあたっては、電子媒体によってこれを行うことができる。 

までに厚生労働省社会・援 

  護局保護課に１部提出する。 

      また、都道府県・指定都市・中核市において附帯調査の実施を予定している場合は、その調査票、 

   記入要領及び集計結果表を提出するものとする。 

 

７ 厚生労働省における集計及び結果の公表 

  厚生労働省における集計は外部委託し、結果の公表は厚生労働省社会・援護局保護課が行う。 

 

 



                                                             
                                                                      

 


